
（別紙１）

「発電用火力設備の水・蒸気系配管の技術基準適合状況調査に関する報告書」概要

（平成１６年 10月 12日報告分）

１．経済産業省からの指示

　（１）調査対象施設

　　　蒸気タービンを用いる出力１,０００キロワット以上の発電用火力設備
　（２）調査対象配管

　　　　電気工作物であって水・蒸気による減肉の可能性がある材料を使用している主蒸

気系統、再熱蒸気系統、復水系統、給水系統、抽気系統及びドレン系統の配管。

　（３）調査対象部位

　　　　腐食・浸食による減肉が生じる可能性のある部位。

　（４）調査報告の内容及び報告期限

　　　　調査結果を踏まえ、上記に示す調査対象部位の配管肉厚に係る非破壊検査を全く

実施していない場合及び上記に示す調査対象部位の全てについて非破壊検査が実

施されていない場合、未実施の調査対象部位に関する非破壊検査の実施計画及び

調査対象部位の安全が確認されるまでの間の作業員等の安全確保対策等、今後の

対応策を報告すること。

　当該報告の期限は、発電用火力設備の運転開始時期に応じ、以下のとおりとする。

　①運転開始後２０年以上経過したものについては平成１６年９月１３日（月）報告済

　②運転開始後２０年未満のものについては平成１６年１０月１２日（火）

２．報告対象の発電用火力設備

　　当社発電用火力設備３８ユニット（１２発電所）のうち、運転開始後２０年未満である

12ユニット（6発電所）

３．調査・検討体制

　（１）火力事業本部：本調査、検討に係る火力センター支援。

　（２）火力センター

　　　　ａ．保修グループ：各発電所調査結果の取りまとめ及び検査計画の策定

　　　　ｂ．保修センター・各発電所：調査対象範囲、部位の調査

　　　　ｃ．品質安全グループ：作業員等の安全確保対策の検討、策定

４．調査の概要

　（１）調査対象該当部位数の調査

　　　指示内容の（１）～（３）に基づき、配管系統図及び機器製造者からの納入図面を用

い、現地調査を実施することにより、調査対象該当部位数をカウントした。



　（２）検査実施計画の策定の考え方

　　　上記（１）の結果に基づき整理した配管肉厚検査未実施部位について、次の考え方

で検査計画を策定した。

　　　ａ．配管肉厚調査対象部位のうち、検査未実施部位の全数について、早急に検査を

実施する。

　　　ｂ．検査実施時期については、出来る限り前倒しで実施（遅くとも１年以内）する。

　　　ｃ．美浜３号機、新地２号機の事象の類似部位等については、優先的に検査を実施

する。

５．報告内容

　（１）配管肉厚調査対象部位の検査実施数の調査結果

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：箇所

調査対象配管
調査対象該当部位数

［Ａ］

既実施部位数

［Ｂ］※
未実施部位数

［Ｃ＝Ａ－Ｂ］

主蒸気系統配管 ０ ０（　０） ０

再熱蒸気系統配管 ０ ０（　０） ０

復水系統配管 ７６４ ２３（２０） ７４１

給水系統配管 ６，９９３ ３７９（１２） ６，６１４

抽気系統配管 ０ ０（　０） ０

ドレン系統配管 ３，８４５ ３４４（５３） ３，５０１

合　　計 １１，６０２ ７４６（８５） １０，８５６

※ 既実施部位については、8月 18日発表分、および 8月 18日発表以降、現在自主的に
検査を先行実施している部位数 (10月 10日完了分)の合計を示す。　（　）内は 8月 18

日発表部位数の再掲。

　（２）配管肉厚検査未実施部位に対する検査実施計画

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：箇所

その他 その他

調査対象配管
3 ヶ月以内
に実施＊１＊2

６ヶ月以内

に実施＊2

１年以内

に実施＊2
(長期計画停
止ﾕﾆｯﾄの部

位数)＊3

(舞鶴発
電所１号

機)＊4

主蒸気系統配管 ０ ０ ０ ０ ０

再熱蒸気系統配管 ０ ０ ０ ０ ０

復水系統配管 １３６ １９０ １１０ ２２７ ７８

給水系統配管 ２，５１４ １，３２３ １，４８４ ８６３ ４３０

抽気系統配管 ０ ０ ０ ０ ０

ドレン系統配管 １，０９０ ７６５ ６０９ ６１３ ４２４

合　計 ３，７４０ ２，２７８ ２，２０３ １，７０３ ９３２

　　＊１　美浜３号機（ｵﾘﾌｨｽ下流部）、新地２号機（ﾋｰﾀドレン水位制御弁下流部）の事象

に関する類似部位等の検査は３ヶ月以内に実施する。

＊２　＊１を除く部位については、定期事業者検査期間等を活用するなど、できるだ

け前倒しで検査を実施する。



　　＊3　長期計画停止中のユニットについては、再稼働時に、他ユニットと同等の取り扱
いを実施する。

＊4　舞鶴発電所については、平成１６年８月に営業運転を開始したところであるた
め、配管肉厚検査については、至近には実施せず、初回の定期事業者検査

以降、計画的に検査を行い、適切に配管肉厚管理を実施していく。

　（３）安全確保対策

　　　検査により健全性が確認されるまでの間、念のため運転中は検査未実施部位の近く

には、人を立ち入らせないものとする。また、運転中に検査未実施部位の近くに立ち

入る場合には、必要に応じて耐熱服を着用するものとする。

６．今後の対応

　　（１）今回の検査と並行して、検査結果を踏まえ、火力設備の管理方針を定め、配管肉

厚を適切に管理していくこととする。

以　　上


